
第IV章:わ が国農業法人における無形資産継承

1 我が国農業法人における経営継承への視点

農業経営の継承 円滑化の視点か ら,法 人経営が注 目されている。平成12年 度 『食料 ・農

業 ・農村 白書』 では,「 現状 では,法 人経営において も,経 営委譲 は経営者の子弟に対 し行

われ るのが一般的であるが,最 近,構 成員(従 業員)を 後継者 ととらえる動き もみ られ」,

「その定着 ・拡大が望 まれ る」 とされてい る。法人経営は,経 営発展 に伴い後継者の供給

源 が家族外へ と社会化 してい くことで,経 営のよ り一層の効率化 ・安定化 が図 られ ると期

待 されているのである。

しか し,こ れ らの議論は,後 継者の 「確保」 に専 らの焦点を当ててお り,確 保 され た後

継者 を経営者 として 「育成」 してい く過程([稲 本(1991)])に ついては触れ られていない。

この過程 について[斎藤(2000)]は,[(社)日 本労務研究会(1999)]の 分析か ら,法 人経営の経営

者 が従業員 を後継者 として位置付 けている一方で従業員 はそれ を実感 していない 「意識ギ

ャップ」の問題や,経 験や情報,理 念 といった経営の優位性 を築 く源である 「無形資源」1

が円滑に継承 され ていない実態を明 らかに しているが,「 無形資源」継承のプ ロセスについ

てはなお明 らかではない。 また,法 人経営においては,事 業の拡大 に伴 い,経 営者 によ り

高い資質が求 められ るため,経 営者交代の リスクも高まる2。 したがって,法 人経営におい

て,経 営継承 はよ り一層重要な トピックとなる。

また,生 産のみな らず加工 ・販売な どへ と積極的な事業展開を行 う法人経営では,経 営

者の ライフサイ クルのみな らず,事 業体 としての ビジネスサイクルが経営継承 に与える影

響 もまた大きい と考 えられ る。

そ こで本章では,前 章までの分析 を踏まえ,法 人経営における(1)経営継承 の概況,(2)経

営者機能 の委譲 を規定す る要因,(3)権 限委譲 と得意分野のギャップの存在,に ついて明 ら

かにす る。

2 農業法人における経営継承の実態

本章では,[(社)日 本労務研究会(1999)]の 組換 え集計および[(社)日本労務研究会(1999)]の

回答法人に対 し筆者が独 自に実施 したアンケー ト調査結果 に基づき分析 を行 う。

2-1 [日本労 務研究会(1999)]ア ンケー トの概要

この調 査 は,1997年 度 に 日本労務 研 究会 が農 業法人 に対 して実施 した ア ンケー トへ の回

答 か ら,従 業員 を雇 用 してい る可能性 が高 い と考 え られ る1,000法 人 を抽 出 し,郵 送 にて

配布 ・回収 した もの で ある。 調 査 時期 は1998年10月 か ら11月 にか けて行 われ,回 収 は

326件 で あ った(回 収 率32.6%)。 回答 法人 の概 況 は表IV-2-1に 示 した。

後継者 と して位 置付 けてい る人 がい るか ど うか につ いて は,48.2%が 「い る」 と答 えてい

るが,そ の内 訳 をみ る と,「 子供 」65.1%,「 そ の他親 族 」5.7%。 「他 の構 成員 」24.8%,「 親

族 以外 の雇 用 した従 業員 」12.1%な ど とな ってい る(図IV-2-1)。 これ は,一 般 中小 企
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表 IV-2-1 日本労務研究会アンケートの回答法 人の概況

出所)[日 本労務研究会(1999)]

図IV-2-1 回答法人の後継者確保の状況(日 本労務研究

会アンケート)出 所:表IV-2-1に 同じ

―112―



業に比べ,農 業法人では外部の人材への継承に積極的であ り,オ ープンシステム化の実現

可能性 が高いことを示唆す る3。

ここで注 目され るのは,後 継者の内訳を経営 タイプ別に見た場合 である。一戸法人型で

は 「子供」の占める割合が圧倒的であるのに対 し、共同経営型では 「子供」が43 .5%,「 他

の構成員」が47.8%と なっている。 「他の構成員」への継承に世代間継承 の効果が どれだけ

あるかは不明だが,こ こに経営タイプ別の特徴が表れてい るといえる。 ただ し,経 営継承

のオープン志 向を示す 「親族以外」については,一 戸法人型10.1%,共 同経営型14.5%と

経営 タイプ間に大きな差はない。

次に,「 後継者に学ばせたいこと」について見たのが図IV-2-2で ある。経営タイプ別

では,一 戸法人型では 「マーケテ ィング」「作業管理」な どが多 く,共 同経営型では 「組織

づ くり」な どが多いこ とが特徴 として挙げられ るが,両 者 ともに 「経営計画」や 「財務管

理」 を挙げる経営者 が多い とい う共通の特徴が見て取れる。

以上のよ うに,農 業法人の経営継 承においては,経 営 タイプによる違いが見 られ るもの

の,(1)一 定のオープンシステム志向があること,(2)経 営計画や財務管理 といった無形資産

を後継者 が獲得す ることが大事だ と考 えられていること,と いった特徴があることがわか

る。

2-2 筆者ア ンケー トの概要

筆者ア ンケー トは,[(社)日 本労務研究会(1999)]に おいて 「後継者 として位置づ けてい る

人がいる」 と回答 した157法 人に対 して2000年10月 か ら11 .月にかけて郵送にて調査票

を配布 し,経 営者 ・後継者 の双方か ら回答の得 られた40法 人について分析を試 みた もので

ある(回 収率25.4%)4。

2-2-1 回答法人の経営概況 および後継者の概要

表IV-2-2は,回 答法人の経営概況についてみたものである。経営タイプ別にみる と,

一戸法人型が18(45
.0%),共 同経営型が20(50.0%)と なっている。主な作 目は畜産や

稲作,工 芸作物 など多様 な構成 となっている。経営者年齢は50歳 代が中心だが,共 同経営

型では66歳 以上の経営者が多いため,結 果的に平均年齢は共同経営型が一戸法人型 よ り高

くなっている。法人設立年は大半は1980年 代以降だが,共 同経営型 は1995年 以降に設立

され た比較的新 しい ものが多い。年間売上高は,一 戸法人型 で1億 円以上 ,共 同経営型で

5,000万 円以上が半数 を占めている。事業展開については,生 産のみな らず ,加 工 ・販売に

も取 り組 んでい る法人が多いが,一 戸法人型では販売に取 り組む ところが多いのが特徴 と

して挙げ られ る。

後継者の概要は,表IV-2-3に 示 した。一戸法人型の後継者は全て40歳 代以下であ り,

したがって平均年齢 も共同経営型 よりも低い。就農年次については ,一 戸法人型 の後継者

は半数以上が1990年 以降に就農 しているが,共 同経営型では半数以上の後継者が1980年

代以前 に就農 している。 また,経 営者 との続柄 については,一 戸法人型 ではそのほ とん ど

が経営者 の家族 ・親族であるのに対 し,共 同経営型では 「その他」の割合 も高 くなってい

る。 これ には家族 ・親族以外の構成員が多く含 まれ ると推測 され る。

2-2-2 権限委譲 と得意分野

回答法人 における経営者機能遂行に必要 な熟練継承過程 は,後 継者への権限委譲 の状況

として表す ことができる。表IV-2-4は,回 答法人の権限委譲の状況をみたものである。
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図IV-2-2 経営者 が後継 者に学ばせたいこと
(日 本労 務研究会 アンケート)出 所:表IV-2-1に 同じ
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表IV-2-2  回答法人の経営概況

出所)筆 者アンケートによる

表IV-2-3  回答法人の後継者の概要

出所)表IV-2-2に 同じ
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表IV
-2-4  回答法人の権限委譲の状況

注)「専ら経営者が担当」を1点,「専ら後継者が担当」を5点,権 限をシェアして
いる場合は段階に応じて2～4点 とし,1～5点 で権限委譲の状況を表したもの
である。

出所)表IV-2-2に 同じ

表IV
-2-5  権限委譲平均値の差の検定

**:1%有 意*:5%有 意

注)LSD(最 小有意差)法 による

表IV -2-6  継承当事者の経営機能遂行の得意度

注)得意度は,各 経営項 目を5段 階評価してもらい,それを経営機能グループごとに
まとめ平均点を算出したものである。最も得意が5点,最 も不得意が1点 である。

出所)表IV-2-2に 同じ
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平均値 でみ ると,技 術→雇用→販売→財務→戦略の順 に権限委譲が行われ てい る傾向が読

み取れ る。[Errington(1998)]は,技 術→戦略→雇用→販売→財務 とい う継承階梯 を描 いて

い るが,回 答法人では戦略分野の権限委譲が遅 くなってお り,こ こに法人経営の特質すな

わち戦略策定の重要性が表れている。表IV-2-5は,こ れ らの平均値 の差を検定 したも

のであるが,最 も早い委譲が行われる技術分野 と最 も遅い戦略分野の間には1%の 有意水

準で差が認め られ る(技 術分野 と財務分野の間に も5%の 有意水準で差が認 め られる)。5

経営者機 能遂行 の得意度については,表IV-2-6に 示 した。平均値でみ ると,経 営者

は技術分野お よび戦略分野の得意度が高 く,販 売分野の得意度が低い。表IV-2-7は こ

れ らの平均値 の差 を検定 したものであるが,技 術分野 ・戦略分野 と販売分野の間に1%の

有意水準で差が認め られ る。

経営 タイ プ別に経営者 の得意度 を見た場合,雇 用分野 を除き一戸法人型の経営者 の得意

度が高 く,技 術 ・販売 ・財務各分野では5%の 有意水準で差が認め られ る(表IV-2-8)。

後継者 は総 じて経営者 に比べ得意度が低いが,戦 略分野を最 も得意 としてい る。経営者

と後継者 を比較 した場合,全 体的に両者 の得意度に差が認 められ る一方で,販 売分野では

差が小 さい ことも特徴 である。表IV-2-9は これ らの平均値 の差を検定 した ものだが,

販売分野を除 き5%の 有意水準で差が認め られ る。

後継者 の得意度 と権限委譲の関連で言 えば,戦 略分野は後継者 の得意度が最 も高いが,

権 限委譲 は最 も遅れている。その一方 で,最 も権限委譲が進んでいる技術分野 を後継者は

必ず しも得意だ とは評価 していない。委譲 が進んでいる分野 を後継者 は不得意 と感 じ,委

譲が遅れている分野 を得意 と感 じている,と い う傾向が読み取れ る。

2-2-3 熟練の特殊性と継承困難性

各経営者機能遂行に必要な熟練 の特殊度 については表IV-2-10に 示 した。全体的 に

は 「特殊でない」 とす る経営者が多いが,戦 略分野 だけは 「特殊である」 とする経営者が

多数 を占めてい る。 これ らの平均値の差 を検定する と,戦 略分野 とその他の分野の間に有

意 な差が認め られる(表IV-2-11)。 これ らの結果は,熟 練の特殊性は法人毎の差異が

大 きいが,特 に戦略分野に関 しては熟練の特殊度が高いことを示 している。 なお,こ れを

経営 タイ プ別に見た場合,一 戸法人型経営者 と共同経営型経営者 の間で技術分野のみ特殊

度が異 なるこ とが確認できる(表IV-2-12)。

経営者機 能遂行 に必要な熟練の継承困難性 については,表IV-2-13に 示 した。全体

的に継承困難(教 えられない)と す る回答が多 く,こ こに無形資産継承の難 しさが表れて

いるといえる。

なお,熟 練 の特性について,経 営者年齢 ・経営者の就農期間 ・法人のビジネスサイズ(売

上高)な どとの関連 について分析 を試みたが,特 に相関は認 められなかった。

2-2-4 リタイアの予定と継承計画

経営者 の リタイ ア予定 については,表IV-2-14に 示 した。 リタイア予定年齢の平均

(不明の ものを除 く)は,全 体で64.9歳 一戸法人型 で63.3歳,共 同経営型で65 .6歳 と

なってお り,経 営タイプ間で リタイア年齢 に大きな差はない。一方,経 営者 リタイア時(予

定)の 後継者年齢は一戸法人型では39歳 以 下が多いのに対 して,共 同経営型では40歳 以

降が多 くなってお り,世 代 間継承(若 返 り)の 効果 は,一 戸法人型 の方が共同経営型 よ り

も高い ことが確認できる。
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表IV-2-7 経営者の得意度平均値の分散分析と多重比較

**: 1%有 意*:5%有 意

表IV-2-8 経営者 の経営者機能遂行得意度の差の検定(経営タイプ別)

対応のない2標 本 ・t分布 ・ウエルチ

表IV-2-9 継承当事者の経営者機能遂行得意度の差の検定

母平均の差の検定:対応のある一対の標本・t分布
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表IV-2-10 熟 練 の 特 殊 度 の評 価

注)特 殊度は,各 項目を遂行するのに必要な熟練が「特殊である」場合を1点,「特
殊でない」場合を-1点,「 どちらでもない」0点とし,各経営者機能グループ毎に平
均点を算出したものである。

出所)表IV-2-2に 同 じ

表IV-2-11 熟練の特殊度の分散分析と多重比較

**:1%有 意*:5%有 意

注)LSD(最 小有意差)法 による

表IV-2-12 熟 練 の 特 殊 度 の 差 の 検 定(経 営タイプ別)

対応 のない2標 本 ・t分布 ・ウエルチ
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表IV-2-13 熟 練 の継 承 困 難性 の 評価

注)継承困難度は,各項目を遂行するのに必要な熟練が「継承可能(教 えられる)」
場 合 を1点, 「継承不可能(教 えられない)」場 合 を-1点, 「どちらでもな い」0点 とし,
各経営者機能グループ毎に平均点を算出したものである。

出 所)表IV-2-2に 同 じ

表IV-2-14 経 営 者 の リタイア予 定

(出 所:表IV-2-2に 同 じ)

表IV-2-15 継 承 計 画 の 有 無

出 所)表IV-2-2に 同 じ
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継承計画策定の有無については,表IV-2-15に 示 した。全体では約半数が継承計画

を策 定 しているが,策 定 していない経営者 も多い。経営者および後継者 の年齢 が高まるに

つれ て策定割合が高まるわけではないが ,リ タイアまでの予定年数で見ると,リ タイアま

での年数が短いほ ど継承計画策定割合が高まる。継承計画策定の重要性 については,第II

章において既 にみたところであるが,積 極的な事業展開を図っている農業法人 においては,

その内容 はともか くとして継承計画 を策定 し,円 滑な継承 に向けた努力がな されていると

い う実態が見て取れる。

2-2-5 FFS得 点の特徴

経営者および後継者 のFFS得 点 については,表IV-2-16お よび表IV-2-17に 示

した。全体 として,FFS得 点は広 く分散 してお り,経 営者の個性の多様性を示 しているが
,

平均値で見ると,経 営者 は凝縮性 ・受容性 ・弁別性得点が後継者 より高い一方 で,拡 散性 ・

保全性 は低 くなっている。FFS理 論では,拡 散性 ・保全性 が感情の個性 を表す とされ てい

るのに対 し,凝 縮性 ・受容性は人の社会性 を表す とされてお り,後 継者か ら経営者への成

長過程で,彼/彼 女の判断基準が感情基準(好 き嫌い)か ら社会性基準(善 悪)へ とシフ

トしてい く傾 向,論 理的判断力(弁 別性)が 上昇 してい く傾 向,お よび創造力(拡 散性)

や協調性(保 全性)が 低下 してい く傾 向が読み取れる(図IV-2-3)6 。

2-2-6 ビジネスサイクルの存在

農業法人 における ビジネスサイ クルの存在 については,各 法人が ビジネスサイ クルの ど

の位 置にあるか,経 営者本人に回答 して もらう方法を とった。本来であれば,法 人設立時

か らの売上高の推移 な どか ら客観的に測定すべきであるが ,ア ンケー ト調査 とい う制約上,

経営者本人 の主観的判断 を採用す ることに した。

表IV-2-18は,回 答法人の ビジネスサイ クル についてみた ものである。 ビジネ スサ

イ クル 上のステージ毎の経営者の平均年齢 を見る と,最 も低い創業期 か ら最 も高い成熟期

まで順 に高 くなっているが,経 営者 の リタイア(予 定)ま での年齢別 に見る と,各 期 とも

に リタイアまでの年数 に大きな差はな く,法 人の ビジネスサイクルは,経 営者 のライフサ

イクル とは独立に存在 しているとみなす ことができる。

3 権限委譲の規定要因

本 章2-2-2で 見たよ うに,平 均値 では技術→雇用→販売→財務→戦略 といった継承

階梯 の存在 が予想 され る。継承階梯は経営者(後 継者)の ライフサイ クルが前提 となって

いるが,本 節 では,各 経営者機能毎に権限委譲の状況をながめることで
,権 限委譲 の規定

要因を明 らかにする。

3-1 ライ フサ イクルか らみ た権 限委譲

図IV-3-1は,法 人毎の権限委譲の平均値 と経営者の年齢の相関をみたものであるが,

権限委譲 の状況は,経 営者の年齢にかかわ らず,法 人により異なることがわかる。

図IV-3-2は,経 営者の年齢 と財務分野の権限委譲の進行状況の関係 をプロッ トした

ものであるが,一 定の相関関係 が見 られる。その他の分野では特に相関が見 られ なかった。

図IV-3-3お よび図IV-3-4は,後 継者 の年齢 と技術分野お よび財務分野の権限委
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表IV-2-16 経 営者 のFFS得 点

(出 所:表IV-2-2に 同 じ)

表IV-2-17 後 継 者 のFFS得 点

(出 所:表IV-2-2に 同 じ)

図IV-2-3 継 承 当 事 者 のFFS平 均 得 点

(出所:表IV-2-2に 同じ)
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表IV-2-18 回 答 法 人 の ビジネスサ イクル

出 所)表IV-2-2に 同 じ

図IV-3-1 経 営 者 年 齢 と権 限 委 譲(平 均)

出所:表IV-2-2に 同じ
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図IV-3-2 経営者 の年齢と財 務分野の権 限

委譲(出 所:表IV-2-2に 同じ)

図IV-3-3 後継者の年齢と技術分野の権限委譲

(出所:表IV-2-2に 同じ)
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譲 の進行状況 について同様 に見たものであるが,一 定の相関関係 が見 られ る。その他の分

野では特 に相関関係 は見 られなかった。

図IV-3-5は,経 営者 の リタイア(予 定)ま での年数 と財務分野の権限委譲の進行状

況 について同様 に見たものであるが,一 定の相関関係 が見 られ る。その他の分野では特に

相 関が見 られなか った。

同様の分析 を,経 営者の就農年数,後 継者の就農年数な どでも行 ったが,各 経営者機能

の権限委譲 と特 に相 関は認 められなかった。

以上の結果は,技 術分野お よび財務分野においては年齢や リタイアまでの期間が権限委

譲 の規定要因 となっている,つ ま り経営者 のライフサイクル に規定 され た権 限委譲 がな さ

れ てい るが,そ の他の分野の権 限委譲 は必ず しも経営者 のライ フサイクルに規定 されてい

るわ けではない とい うことを示 している。

3-2 熟練 の特殊性 か らみ た権 限委譲

ライ フサイクル以外の権限委譲 の規定要因 として第一に挙げられ るのが,熟 練の特殊性

である。 熟練が特殊度が高いほど,そ の権限委譲に時間を要す るため,結 果 として権限委

譲 が遅れ る可能性 が考 えられ る。 また,後 継予定者が他 の経営に転 じる可能性 がある場合

は,特 殊度 の高い熟練は他経営では通用 しないため,特 殊度 の高い熟練 が優先 して継承 さ

れ ることもあ りうる。

表IV-3-1は,経 営者機能毎に,機 能遂行に必要な熟練 が 「特殊である」 とす るグル

ープ と 「特殊ではない」「どちらともいえない」 とす るグループ とに分け,権 限委譲の状況

に有意な差が認 められ るか を見たものである。雇用分野では,「 特殊である」 とす るグルー

プ とそ うでないグループの間に有意な差が認め られ,「 特殊である」 とするグループでは権

限委譲が遅れ てい る。雇用分野は,機 能遂行 に必要な熟練の特殊度が高いほ どその権 限委

譲 が遅れ る傾 向が あることがわかる。また,我 が国では後継者が他 の経営 に転 じる危険 を

経営者は特 に感 じていない ともいえる。

3-3 継承 当事者のFFS得 点か らみ た権 限委譲

ライフサイクル以外 の権 限委譲 の規定要因 として第二に挙げ られ るのが,経 営者の人 と

しての個性 である。 図IV-3-6は,経 営者 と後継者のFFS弁 別性得点差 と戦略分野の

権限委譲の進行度 との相関を見たものであるが,一 定の相関関係 が見 られ る(他 の分野で

は相 関は認 められなかった)。 弁別性 は論理的判断力を表 し,そ の得点が高い場合は論理的

判 断力が高い ことを意味す るが,経 営者 と後継者のFFS得 点の差が大きい とい うことは,

経営者 が後継者 よ りも相対的 に論理的判断力が高いことを示す。戦略分野はその機能遂行

に必要な熟練の特殊性 も高く(表IV-2-10・11),高 い論理的判断力が要求 され るが,経

営者 に比べ後継者の論理的判断力が低い場合,経 営者が後継者の論理的判断力を高めるた

めにあえて権限委譲を行 うことが考 えられ る。逆に後継者の弁別性得点が経営者 と遜色な

い(後 継者の得点が経営者 のそれを上回ることもある)場 合は,経 営者は後継者 の論理的

判断力醸成の必要性 を特 に感 じず,戦 略分野の特殊度が高い こともあいまって,権 限委譲

を後回 しにす る,と いった傾 向を読み取 ることができる。

戦略分野の権 限委譲 についてさらに詳 しく見たのが表IV-3-2で ある。 ここでは,戦
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図IV-3-4 後継 者 の 年齢 と財 務 分 野 の 権 限 委 譲

(出 所:表IV-2-2に 同じ)

図IV-3-5 経 営者 リタイア までの 年 数 と財 務 分 野 の権 限

委 譲

(出 所:表IV-2-2に 同 じ)
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表IV-3-1  熟練の特殊度と権限委譲の進行度の差の検定

対応 のない2標 本 ・t分布 ・ウエルチ

図IV-3-6  継承当事者の弁別性得点差
と戦略分野の権限委譲

(出 所:表IV-2-2に 同 じ)
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略分野の権限委譲 には,こ こで取 り上げた継承 当事者間の弁別性得点差のほかに,熟 練継

承の困難度が影響 を与えると予想 し,権 限委譲の進行度をこの2つ の変数で説 明すべ く重

回帰分析 を行った。修正済決定係数は決 して高い とは言えないが,戦 略分野の権限委譲に

は,熟 練継 承の困難度お よび継承 当事者間の論理的判断力の落差が規定要因 として働 くこ

とが確認 できる。

3-4 ビジネスサ イクルか らみ た権限委譲

ライフサイ クル以外の権限委譲の規定要因 として第三に挙 げられ るのが,ビ ジネ スサイ

クルである。表IV-3-3は,ビ ジネスサイ クル上のステー ジ別の各経営者機 能の権限委

譲の進行度の平均値を示 した ものである。技術分野を見 ると,創 業期か ら成長期,安 定期,

成熟期 とステー ジが進む につれ,権 限委譲度が上がっていることがわか る。平均値の差の

検定を行 った ところ,創 業期 と成熟期および成長期 と成熟期の問に5%水 準で有意な差が

認 め られ た(表IV-3-4)。 成熟期 にある法人では技術体系が確立 してお り,ま た技術に

関す る熟練 は経験に応 じて形成 され る部分が大 きいため,継 承階梯 に基づいて早期に権限

委譲が行われ るが,創 業期や成長期にある法人では技術体系が確 立 していないため,相 対

的 に権限委譲が遅れる傾 向にあるといえる。

販売分野 についてみ ると,全 体 と しては有意な差が認め られないが,創 業期 と成熟期の

間には5%水 準で有意な差が認 められ る(表IV-3-5)。 農業法人は販売分野に重点 を置

く場合が多いが,販 売分野 に関す る熟練は経験だけでは容易に蓄積できないため,創 業期

の経営者 は自らの経験が通用す る技術分野を担当 し,販 売分野の開拓 は後継者に託す とい

った構図が考 えられ る。

以上のよ うに,経 営者機 能遂行の権限委譲を規定す るのは,継 承当事者 のライフサイク

ルだけでな く,熟 練の特殊性や継承 当事者 の個性,法 人の置かれ るビジネスサイクルな ど

も含 まれるのである。

4 権 限 委 譲 ギ ャ ッ プ

前節では,権 限委譲の進行度を主たる問題 としたが,権 限委譲 が進行すれば円滑な経営

継承が行 われていると考えるのは早計である。第II章 でみたよ うに,権 限委譲 と後継者 の

得意分野 とに不整合がある場合,そ れが後継者のフラス トレーシ ョンとな り,経 営者 との

間で コンフ リク トを発生 させ,円 滑な経営継承 を阻害す る可能性がある。そこで本節 では,

権限委譲 の中身が後継者 の得意分野 と整合性 を保 っているかをながめ,不 整合 を生み出す

要因について考察する。

4-1 権限委譲 ギ ャップの分類

権 限委譲 と後継者の得意分野 との間の整合性 について回答法人毎に眺めると,後 継者の

得意分野 に応 じた権限委譲を行 う 「順列」型,後 継者の得意分野に逆行す る権限委譲を行

う 「逆列」型,後 継者 の得意分野 とは無関係 に委譲を行 う 「無列」型 に分類す ることがで

きる。分類の具体的方法は,各 法人 にお いて,後 継者の各経営者機能の得意度 と権限委譲

の進行状況 をプ ロッ トし一次近似式 をあてはめ,R2値 が0.2未 満の ものを 「無列」,0.2以
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表IV-3-3 ビジネスサ イクル別 権 限 委 譲 の 状 況(平 均値)

表IV-3-4 ビジネスサイクル別技術分野の権限委譲度の分散分析と多重比較

**:1%有 意*:5%有 意

表IV-3-5 ビジネスサイクル別販売分野の権限委譲度の分散分析と多重比較

**:1%有 意*:5%有 意
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上の ものは相 関係数がプラスのものを 「順列」,相 関係数がマイナスのものを 「逆列」 と判

定する手順 を とった(順 列の例 として,図IV-4-1,逆 列の例 として図IV-4-2参 照)。

回答法人では,順 列型9法 人,逆 列型14法 人,無 列型17法 人 とい う結果 になった。

本節では,逆 列型 に見 られ るよ うな権限委譲の進行度 と後継者 の得意度 との不整合 を権

限委譲 のギャ ップ と呼ぶ。

4-2 経 営者の得意度か らみ た権 限委譲 ギャ ップ

図IV-4-3お よび図IV-4-4は,逆 列型委譲を行 う経営者 の戦略分野お よび雇用分

野の得意度 と権 限委譲 の関係 をプ ロッ トした ものである。経営者の得意度 と権限委譲の間

に逆相関が見 られ るこ とがわかる(そ の他の分野では相関関係 は見 られなかった)。 この結

果は,逆 列型委譲 を行 う経営者は,特 に戦略分野お よび雇用分野において,自 分の得意度

に応 じて不得意分野を優先的 に委譲 していることを示 している。経営者の不得意分野が後

継者の不得意分野 と必ず しも一致するわ けではない ことに留意す る必要があるが,後 継者

の得意度 ではな く経営者 自らの得意度(不 得意度)を 権限委譲 の基準 とする ところに権限

委譲 ギャップが生まれる素地があるといえる。

4-3 継承 当事 者のFFS得 点か らみ た権 限委譲 ギャ ップ

表IV-4-1は,経 営者のFFS得 点 を権限委譲 タイプ別 に分けた ものであるが,各 因

子得点 とも順列型>無 列型>逆 列型 とい う関係 を見出す ことができる。表IV-4-2は,

凝縮性 につ いて平均点 の差 を検 定 した ものであるが,順 列型 とその他2グ ルー プの間 に

5%の 有意水準 で差が認め られ る。凝縮性 とは指導力 を表す因子であ り,こ の結果は順列

型 の権限委譲 を行 う経営者 には指導力が高い者が多い ことを示す。 これ は,指 導力 が低い

経営者 は,逆 列型 ・無列型 の権限委譲を行 う可能性が高い ことをも意味す る。

また,FFS総 得点をみ ると,順 列型 と逆列型で1%の 有意水準で差が認 められ,順 列

型 と無列型で も5%の 有意水準で差が認 められる。FFS総 得点は,「個性の強 さ」を表す。

この結果は,順 列型の権限委譲を行 う経営者は個性が強 く,逆 列型 の権限委譲 を行 う経営

者 は相対的に個性が弱い ことを意味す る7。

さらに,FFS総 得点について,経 営者 と後継者の得点差に注 目し,そ の平均値 の差を

検定 した ものが表IV-4-3で あるが,順 列型 と逆列型の間に1%の 有意水準で差が認 め

られる。経営者 とFFS総 得点の差は,順 列型 については大 きく,逆 列型 では小 さくなっ

ている(後 継者のFFS総 得点が経営者のそれ を上回る場合 もある)。これ は,順 列型では後

継者 に比べ経営者の個性が相対的に強 く,逆 列型では経営者に比べ後継者の個性が相対的

に強いことを意味する。 この結果 は,権 限委譲 ギャ ップは,個 性 の強い経営者か ら 「押 し

付 け」の権 限委譲 を受 けてい るとい う構図ではな く,個 性の強い後継者が不得意分野 につ

いて積極 的に権限委譲 を受 けているとい う構図によ り行われていることを示す ものである
。

4-4 ビジネスサイ クルか らみた権限委譲ギ ャ ップ

ビジネ スサイクル と法人設立年 の関係 をみる と,ビ ジネスサイ クルのステージ進行に伴

って設立年次が古 くなってお り,ビ ジネ スサイクル は法人の歴史 と一定の関連 を持ってい

ることが確認できる(表IV-4-4)。
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図IV-4-1 順 列 型経 営 委 譲 の 例

(出 所:表IV-2-2に 同 じ)

図IV-4-2 逆 列 型 の権限委譲の例
(出 所:表IV-2-2に 同 じ)

―132―



図IV-4-3 逆列型委譲経営者の戦略分野の得意度と権

限委譲(出 所:表IV-2-2に 同じ)

図IV-4-4 逆列型委譲経営者の雇用分野の得意度と

権限委譲(出 所:表IV-2-2に 同じ)

表IV-4-1  委譲タイプ別経営者FFS得 点(平 均値)

出所)表IV-2-2に 同じ
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表IV-4-2  委譲タイプ別経営者の凝縮性得点の分散分析と多重比較

**:1%有 意*:5%有 意

表IV-4-3 委譲タイプ別継承当事者のFFS総 合得 点差の分散分析 と多重比較

**:1%有 意*:5%有 意

表IV-4-4 法人設立年別ビジネスサイクル

(出 所:表IV-2-2に 同 じ)

図IV-4-5 設立 年 度別委 譲タイプの構成

(出 所:表IV-2-2に 同 じ)
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法人経営 のビジネスサイ クル上の位置 と権限委譲ギャップの関係 について法人設立年毎

にみ ると(図IV-4-5),設 立から長期間を経過 している法人では ,順 列型 の権限委譲が

行われ てい るが,設 立後 まもない法人では,逆 列型 の権 限委譲 を行 う可能性が高い ことが

わかる。

創業期または成長期 にある法人では,経 営の成長 と安定性確保 のために経営者にかか る

負担 も大き く,後 継者の得意分野に応 じた権限委譲 を行 うのは困難である。一方,成 熟期

にある法人 では,経 営者 に後継者の得意分野 を見極め,そ の分野 を優先的に権限委譲す る

余裕 が生 まれ ると考え られ る。 このよ うに,権 限委譲 ギャ ップは,法 人の ビジネスサイク

ル上の位 置が経営者 の権限委譲に対す る姿勢に影響 を与えることか らも生まれ るといえる
。

4-5 権 限委譲ギ ャ ップの評価

権限委譲 ギャップの存在 は,(1)後 継者の得意分野の権限委譲が遅れ ることが後継者のフ

ラス トレー シ ョン とな り,経 営者 との間にコンフ リク トを発生 させ る原 因 とな るとい うマ

イナス面 と,(2)後 継者 の不得意分野 を早期に権限委譲 し,経 験 を積 ませ後継者 の不得意分

野の克服 を図 るとい うプラスの側面の両面がある。

経営者 の得意分野 はその法人の 「強み」を代表す ると考え られ る。 また,後 継者 の得意

分野は経営継承後 に当該法人に付加 され るであろ う 「強み」である。権限委譲 ギャ ップの

問題 は,経 営者 の 「強み」を生か しなが ら,後 継者の 「強み」をいかに伸ばすか とい う視

点か ら捉 える必要がある。権 限委譲 ギャップは,後 継者の ウィー クポイン トの補強にはな

るが,ス トロングポイン トの伸長にはつなが らない。経営者がこの点をどの よ うに評価 し,

継承 を行ってい くかに継承後の法人経営発展の成否がかかっている。

5 小 括

本章では,農 業法人 に注 目し,そ の経営継承メカニズムについて見てきた。 「農業経営の

法人化」に よ り 「経営継承の円滑化」が達成 され るとい う図式 は,新 基本法に典型的に見

られ るものだが,本 章が明 らかに したのは,統 計解析 としては必ず しもきれいな結果が出

ているわけではないが,農 業法人の経営継承 メカニズムは,ラ イフサイクル に基づ く継承

階梯だけでな く,他 にも重要な要因がかかわっているとい うことであった。

本章で権限委譲の規定要因 として挙げたのは,ラ イフサイ クルの他 に,経 営者機能遂行

に必要 な熟練 の特殊性お よび継承困難性,継 承 当事者の個性,そ して ビジネスサイ クルで

あった。それ ぞれの要因が与える影響は経営者機能毎 に異な る。技術分野 はライ フサイ ク

ルお よび ビジネ スサイクルが,雇 用分野 は熟練の特殊 性が ,販 売分野は ビジネスサイクル

が,財 務分野 はライフサイクルが,そ して戦略分野は継承 当事者 の個性お よび熟練 の継承

困難性 が権限委譲の主たる規定要因 となっていた(表IV-5-1)。 この結果か ら継承階梯

論 を振 り返 る と,入 口の技術分野 と出口の財務分野 とい う点でライ フサイクルに基づ く継

承階梯論 は正 しい。 しか しなが ら,入 口と出口以外の分野はライ フサイ クル以外 の要因の

影響を強 く受 けているのである。

権 限委譲の進行 を量的側 面 とするな らば,質 的側面 もまた重要である。本章では,権 限

委譲 と後継者 の得意分野の間のギャ ップに注 目した。後継者 の得意分野に逆行す る権 限委

譲 を行 う逆列型委譲は,経 営者の得意度,継 承 当事者の個性 の関係性,お よび ビジネスサ

―135―



表IV-5-1 権 限 委譲 の規 定要 因(ま とめ)

図IV-5-1 権 限 委譲 ギ ャップの 要 因(ま とめ)

―136―



イクルの影響 を受けることがわかった(図IV-5-1)。 権限委譲ギャ ップは後継者が不得

意分野を克服す るとい うプラスの効果 と後継者 のフラス トレーシ ョン とな り経営者 とのコ

ンフ リク トを発生 させ るマイナスの効果 がある。 この諸刃の剣 をいかに使い こなすかに経

営継承 を契機 とした経営の成長 と安定の成否がかかっているといえるだろ う。

本章では,経 営者のライフサイクル とは独立に動 くビジネスサイクル の存在 をも指摘 し

た。農業経営の法人化 をみ た場合,農 業経営 自体は法人化以前か ら継続 され ているこ とが

多 く,法 人化以降だけで ビジネ スサイ クル を測定す るだけでは不十分である とい う考えも

あるが,本 章が明 らかにしたのは,少 なくない経営者が当該法人 を 「創業期」もしくは 「成

長期」 とみな しなが ら,そ の本人が近い将来に リタイアを考えてい ることである。本 章で

は ライ フサイクル とビジネスサイクルのこのよ うな錯綜関係 が権限委譲の量的側面および

質的側面に少 なか らぬ影響 を与えることを見たが,こ れ は 「農業経営の法人化 による経営

継承の円滑化」 とい う図式に修正 を促す ものである。

経営継承 問題 は農業経営の法人化によって解決 され る問題ではなく,法 人化後 もなお重

要,さ らには より重要度が増す問題であることを再認識する必要がある。

補 論1 経 営 タ イ プ別 にみ た 農 業 法 人 の経 営継 承 の動 向

本章の分析は,農 業法人 として営農 を行っている経営 を1つ のま とま りとして捉 え,そ

こに共通 して見 られ る特徴 を抽 出 ・検証す るものであった。

しか しなが ら,農 業法人 については,一 戸一法人 と呼ばれ る家族経営の法人成 りタイプ

と複数戸が協業 で営農 を行 うタイプ とに分 けられ る8し,こ の他に も企業形態 による違い

(有限会社 と農事組合法人),作 目による違い(土 地利用型 と施設型)な ども考え られ る。

本論の趣 旨は,農 業経営 に普遍的な継承 メカニズムを抽出することにあ り,こ れ らのタイ

プ間の比較にはないため,こ れ ら比較分析は本論の趣 旨か ら外れ ること,お よびこれ以上

のブ レイ クダ ウンはサ ンプルサイ ズの小 ささか ら分析の対象 とな りにくいことなどか ら,

本論では取 り上げなかった。 しか し,経 営者の ライ フサイクル と法人の ビジネスサイ クル

が錯綜 してい ることについては,一 戸法人型では経営者のライフサイクル と法人の ビジネ

スサイクルが一致 しているに もかかわ らず,共 同経営型を含めて分析す ることによ り,ラ

イ フサイ クル とビジネスサイクル が錯綜 しているように見えて しま うとい う可能性 も否定

できない。 そこで本節 では,補 論 として,一 戸法人型 と共同経営型 を区分 した上で,(1)ラ

イフサイ クル とビジネ スサイ クルの関係,(2)設 立年度別移譲タイプ,の2点 について分析

を行 う。

第1に,ラ イフサイ クル とビジネスサイクルの関係 について,経 営タイプ別 に見たのが

表IV-補-1で ある。経営者の平均年齢は一戸法人型ではライフサイクル とビジネスサイ

クルの一致が見 られ,共 同型 でも一戸法人型ほ どきれいな結果 ではないが,あ る程度の一

致が認 められ る9。 しか しなが ら,経 営者の リタイアまでの予定年数 を見 ると,一 戸法人型

において最 もリタイアまでの予定年数が長いのが安定期(9年)で ある一方で,創 業期 と成

熟期 の間の リタイアまでの年数差が3年 に過 ぎない。 これは,一 戸法人型で も経営者 のラ

イフサイ クル とビジネ スサイ クルが独立 して存在 し,両 者が錯綜す る関係 にあることを示

してい る。法人設立年の平均 とビジネスサイ クル上の関係 は,一 戸法人型 ・共同型 ともに

―137―



表IV-補-1  経営タイプ別ライフサイクルとビジネスサイクル

(筆者アンケー トによる)

図IV-補-1 一戸法人型の設立年度 別移譲タイプ

図IV-補-2 共同型法人の設立 年度別移譲タイプ
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一定の相関がみ られ る
。以上の結果は,一 戸法人型 ・共同経営型 といった経営 タイプの違

いにかかわ らず,農 業法人 には経営者 のライフサイ クル と法人の ビジネスサイ クルが錯綜

す ることを示す ものである。なお,既 に触れた ように,こ の分析 を行 うにはサ ンプルサイ

ズが小 さい(も っとも小 さい場合2法 人で1つ のカテゴ リー を代表 させている)こ とに改

めて留意す る必要がある。

第2に,法 人設立年 と権限委譲 タイプの関係 についてみたのが,図IV-補-1お よび図

IV-補-2で ある。図IV-補-1は 一戸法人型,図IV-補-2は 共同型についてみたが,

いずれ も,近 年 に設立 され た法人ほど逆列型移譲を行 う傾向が強いことがわかる。 この結

果 も,経 営タイプにかかわ らず法人設立年度 と権限委譲 タイプ との間に相関があることを

示す ものである。

1  本論の 「無形資産」 と同義であると考えられる。
2  [柳村(1997)]は,大 規模経営 におい て経営者交代の リス クが高まるこ とを指摘 しているが,フ

ァームサイズのみな らず,ビ ジネスサイズの観点か らも同様 である と考 え られ る。
3  [日本 労務研 究会(1999)]は,こ れ を農業法人のス トロングポイ ン トとしている。
4  75法 人(47.8%)か ら回答を得たが,う ち35法 人 は 「後継者 な し」 もしくは経営者 ・後継

者の一方 のみ か らの回答であ ったため,分 析対象か ら外 した。
5 た だ し

,分 散 分 析 で は,F値2.317313,P値0.0587で 有 意 な 差 は 認 め られ な い 。

6 継承当事者間でのFFS平 均得点の差の検定を行った結果,5%水 準で有意な差が認められた
のは,凝 縮性お よび弁別性 の2因 子 であった。

7 「個性の強 さ」 とは曖昧な表現であり,そ の意図するものをさらに吟味する必要があるが,

今後の課題 としたい。
8 本 論では ,「 経営 タイプ」 と して,一 戸法 人型 と共同経営型 と表記 している。
9 共同型では経営者年齢が一戸法人型に比べて高いため,ビ ジネスサイクル間の差が出にくい。
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第V章 結論

1 本論の要約

本論の 目的は,農 業経営の継承問題に焦点 を当て,継 承メカニズムの分析を行 うことで,

農業経営の継続性確保 に向けた理論的基礎 を提供す ることにあった。

1-1 第I章:農 業経営継承問題の論 点

第I章 では,先 行研究の整理および経営継承 をめ ぐる動向の把握 を試み,本 論の位置付

けと分析視角の提示を行 った。先行研 究は,後 継者問題か らと新規参入 問題 か らの2つ の

流れか ら整理 し,経 営継承 とい う枠組みか ら問題 を捉え直 し,2つ の研究の流れは,親 子間

継承に限 らない継承システムのオープン化 を求 めていることを示 した。

経営継承研究の対象 となるのは,一 定の経営基盤 を確立 した農業経営に限定 され るが,

経営継承研究は,経 営継承 の4W1H(what,who/whom ,when,why,how)を 総合的に捉

える視点が重要であ り,特 にwhatに 注 目した場合,そ れは有形 ・無形の経営資産 をさすが,

従来の研究は専 ら有形資産に注 目してお り,無 形資産にはあま り触れ られ ていない。

農 業経営の無形資産継承に関連 した研 究蓄積 としては,経 営者能力論 と後継者育成論が

ある。経営者能力論では,経 営者機能アプローチにおいて経営者のライ フサイ クル を前提

と して労働者機能か ら経営者機能遂行へ と至るモデルを 「継承階梯」として提示 している
。

また,後 継者育成論は,後 継者育成の 「場」を議論す るものだが ,そ の焦点は農家か ら地

域へ とシフ トしつつあ り,ま た,農 家の 「場」においても部 門分担 に注 目が集ま り,継 承

当事者の 「協調」 と 「闘い」の側面は軽視 されている。

以上の研究動向を鑑み,本 論の位置付けを次のように行 った。第一 に,オ ープンシステ

ムのフィー ジビリテ ィの検証 である。オープンシステム論は議論が先行 してお り,こ れ を

実態 として も定着 させ ることが問われ てい る。第二に,無 形資産への注 目である。従来の

研究は無形資産への注 目が低いばか りでな く,数 少ない無形資産研究である経営者能力論

においても,そ こで示 されている継承階梯論では,経 営者機能獲得の論理や継承階梯その

ものの評価は不明である。また,継 承階梯だけで継承 メカニズムは説明できるのか とい う

疑問が残 る。第三に,無 形資産継承の 「場」としての継承 当事者の関係性への注 目である。

無形資産の把握 は困難 であるため,継 承 当事者間での意識ギャ ップを生 じやすい。 よって

経営者 と後継者 の関係性に再び注 目す る必要がある。

本論の課題 は,(1)農 業経営にお ける無形資産に注 目し,継 承メカニズムの構成要素を明

らかにす る,(2)経 営継承 のオープ ンシステムのフィージビリティを検証す る
,の2点 であ

る。 手法 としては,ケ ーススタデ ィ法を採用す る。分析 の枠組みは,経 営者機能遂行 に必

要な熟練 を農業経営における主要な無形資産 とし,経 営者機能の権限委譲過程分析 を通 じ

て,無 形資産継承を把握す る。熟練の特性は,そ の特殊性 と継承 困難性か ら分類す る。継

承 当事者 の個性 とその関係性 については,経 営者機 能遂行 の得手 ・不得手を経営者 として

の個性 として,人 としての個性 をFFS理 論か ら把握する。また,経 営者 のライフサイク

ルのみな らず,事 業体のライフサイ クルすなわち ビジネスサイクル にも注 目す る。
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事例 の選定は,(1)海 外にお ける農業経営継承の実態への視点か ら,先 進国における家族

農業経営の継承分析 として米国アイオ ワ州,(2)我 が国農業の 「多様な担い手」への視点か

ら,我 が国 における家族経営 と法人経営の継承分析 をそれぞれ位置付 けた。

1-2 第II章:米 国ア イオ ワ州 における農業経営の無形資産継承

第II章 は米国アイオ ワ州の事例分析である。アイオ ワ州立大学 ビギニングファーマーセ

ンター(BFC)の 取 り組み として,第 三者継承マ ッチ ングプ ログラムであるファームオ ン

に注 目し,プ ログラム応募者の実態 を分析す るとともに,BFCは 情報提供に徹 してい る

こと,マ ッチングは当事者 の主体性 に任 され る とい う特徴か ら,フ ァームオンは,農 業 を志

す者が農業経営者へ と至る現代版農業階梯の構築を 目指す取 り組みである と評価 した。

事例分析 では,継 承継続 ・継承断念 ・継承開始前の第三者継承 の三事例を取 り上 げた。

継承 当事者 の得意分野 と権限委譲の関係 について,継 続事例では,後 継者の得意分野 を優

先 して権 限委譲 してい るのに対 し,断 念事例では,後 継者 の得意分野 と逆行 した権限委譲

が行われ ていた ことか ら,後 継者の得意分野に応 じた権限委譲が有効であると同時に,後

継者の得意分野について経営者 と後継者 の評価 に差がある場合,継 承 を阻害する可能性が

あるこ とを仮説的に示 した。

継承密度によるマネ ジメン トについては,継 承当事者 の経営者機能遂行 の得意度やその

熟練 の特性,継 承期 間か ら,継 承密度概念を導いた。 これは,継 承密度=(後 継者 の不得

意度 の大 きさ)×(熟 練の特性)/(継 承期間)と い う式で示 され る。継承密度の高低に

かかわ らず,円 滑な経営継承 を行 うためには継承計画が重要 となる。継続事例 も断念事例

も継承計画を策定 していたが,ア クシデ ン ト発生な ど想定外 の事態 となった場合,当 事者

の対応 はその個性に依存す る との仮定か ら,FFS分 析 を行 った。その結果,継 続事例で

は2人 とも安定志向が高いのに対 し,断 念事例では経営者 の安定志向は高いが後継予定者

の安定志向が低い ことがわかった。 これは,両 者 の関係維持 に関す る双方の安定志 向の落

差が大きい とアクシデ ン ト対応時にコンフ リク トが深刻化す ることを示 している。

以上,ア イオ ワ州のオープンシステ ムを現代版農業階梯の構築を試みていると評価する

と共に,(1)継 承過程における後継 予定者の得意分野に応 じた権限委譲 の有効性,(2)後 継予

定者の不得意分野 ・その熟練の特性 ・継 承期間か ら規定 され る継承密度の重要性,(3)継 承

過程にお ける 「個性」の意義の3点 を仮説的に示 した。

1-3 第III章:我 が国の家族経営 における無形資産継承

第III章では,は じめに認定農業者 アンケー トを分析 し,(1)継 承 当事者間のコミュニケー

シ ョンの問題があ り,継 承の方法な どをめ ぐり両者 の関係性が重要 とな る,(2)経 営者機能

の うち技術分野へ継承の関心が集 中 している,(3)親 子間継承が主流だが,後 継者 は必ず し

も確保 され てお らず,第 三者継承への潜在的可能性 も決 して低 くない,の3点 を示 した。

これ を踏 まえて,稲 作(新 潟県)・ 酪農(北 海道)の 第三者継承事例分析 を行 った。

技術分野の熟練の 「内容」 としては,作 業体系,作 業手順,圃 場毎の 「クセ」(稲 作),

飼料作管理,牛 ・牛舎の 「クセ」(酪 農)な どを抽出 した。また経営継承は,有 形資産継承

を関係機 関の仲介 と支援制度 の利用 により円滑に行 うと共 に,無 形資産継承 は,短 期間の

指導 と指導終了後 のア ドバイスにより行い,ま たその方法 は後継者の不得意分野を見極 め
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たものであ り,経 営者の得意分野 とも一致 していることを明 らかに した。

第三者継承への意識 については,「 集落に対す る責任感」,「離農後 も自分の農場が継続 し

てほ しい」 とい う前経営者の思い,「 一か ら始 めるより優良経営を引き継 いだほ うが一歩 リ

ー ドできる」 とい う継承者 の判断などが見 られた
。 また,継 承効果 については,継 承者が

経営資源 をセ ッ トで獲得することで,順 調な経営成績をお さめていることを示 した。

農業経営継承システムの課題 については,北 海道別海町を事例 として取 り上げた。後継

者 のいない経営者お よび新規参入をめざす研修牧場研修生の双方 とも,後 継者 不在の農業

経営にて一定期間引継 ぎ研修 を行った後 に経営移譲 を受ける リレー方式に肯定的であ り,

潜在的需要は高い。 しか し,リ レー方式 は,最 初の事例で経営者 と後継予定者 間で コンフ

リク トが発生 し,以 後別海町では離農跡地方式による就農が図 られている。FFS分 析に

よれば,人 としての個性 と第三者継承 ・無形資産継承への意向 との間には関連がみ られ る。

以上か ら,体 系的研修が可能な研修牧場 と特殊熟練 を有する個別経営者が,後 継者育成 に

向け役割分担すべきこと,個 性 の多様性に応 じた多様 な継承方式確 立の必要性,そ して,

我が国では有形資産継承に支援が行われ る結果,無 形資産継承が不調に終わった場合 ,「退

場」す るのは前経営者であ り,無 形資産継承が困難 となっていることを示 した。

1-4 第IV章:我 が国の法人経営にお ける無形資産継承

第IV章 は,法 人へのアンケー ト調査か ら,継 承 メカニズムの構成要素の有効性を確認 し,

「農業経営の法人化 による経営継承の円滑化」命題への疑問を提示することを目的 とした
。

農業法人にお ける経営継承の実態 としては,戦 略分野は権限委譲が最 も遅 く,ま たそれ

を遂行する熟練の特殊度が高い こと,法 人のビジネスサイクルは,経 営者のライフサイク

ル とは独立 に存在することを示 した。

無形資産継承の規定要因 としては,(1)経 営者 ・後継者のライフサイクル が技術分野 ・財

務分野 の権 限委譲 を,(2)経営者機能遂行に必要な熟練 の特殊性 ・継承困難性が雇用分野を,

(3)継承 当事者 の個性が戦略分野を,(4)ビ ジネスサイクル が技術分野 と販売分野を,そ れぞ

れ規定 してい ることを示 した。

権限委譲 ギャ ップについては,経 営者機能毎の権限委譲の進行度 と後継者 の得意度 との

関係 に注 目し,(1)後 継者の得意分野に応 じた権限委譲 を行 う 「順列型」,(2)後継者の得意分

野に逆行 した権限委譲 を行 う 「逆列型」,(3)後継者 の得意分野 と無関係 に権限委譲 を行 う「無

列型」,に 分類 した。そ して,「 逆列型」は,(1)経 営者の分野毎の得意度,(2)継 承 当事者の

個性 の関係性,(3)ビ ジネ スサイ クル,の3つ の要因の影響 を受 けていることを明 らかに し

た。 そ して,権 限委譲 ギャップは,後 継者の得意分野の権限委譲が遅れ ることが後継者の

フラス トレーシ ョンとな り,経 営者 との間にコンフ リク トを生 じさせる原因 となるマイナ

ス要因だけでなく,後 継者の不得意分野 を早期に権限委譲 し
,経 験を積ませ後継者の不得

意分野 の克服 を図る とい うプラス要因 も存在す る 「諸刃の剣」であると結論付 けた。

以上,第IV章 では,本 論で取 り上げた農業経営継承 メカニズムの構成要素の有効性 を一

定程度確認する とともに,農 業法人では,経 営者のライフサイクル と法人の ビジネスサイ

クルが錯綜,経 営継承が困難 となる,つ ま り 「農業経営の法人化による経営継承の円滑化」

とい う図式 には修正が必要であることを示 した。

―142―



2 本 論 の 到 達 点 と今 後 の課 題

2-1 無形 資産継 承の重要性

本論は農業経営における無形資産に注 目し,そ の継承について分析 を試みた。継承 に際

し専 ら注 目を集 めるのは有形資産の取 り扱いであるが,本 論が明 らかに したのは,後 継者

に無形 資産 を継承できるメ リッ トは大き く,し たがってそれを継承す る重要性 もまた大き

い とい うことである。第III章でみたよ うに,我 が国では主に技術分野を中心 とした無形資

産 の継 承が行われ ていたが,こ れ は農業経営の根底 を支える農畜産物の生産 のための基礎

的条件を構成す るものであ り,農 業経営には欠かす ことができない。 また、無形資産継承

の実行過程であ る権限委譲 を規定するのは,経 営者のライフサイ クルだけでなく,熟 練 の

特性(特 殊性 ・継承困難性)・ 継承 当事者 の個性 ・ビジネスサイ クル といった要因 も含まれ

る。本論 ではケースス タデ ィ法によりこれ らの要因を抽出,規 定要因 として有効 に作用す

ることを示す ことがで きた。 無形資産はつかみ どころのない経営資源であるため,継 承 当

事者 で もその把握が難 しい。 しか し,無 形資産継承が これ らの要因 と一定の関連 をもつ こ

とを示す ことで,無 形 資産の円滑な継承 に資す る理論的基礎 を提供す るとい う本論の 目的

は一定程度達成 できた といえる。

ただ し,本 論では無形資産の把握 を専 ら経営者 の主観的評価に頼 らざるをえなかった。

農業経営を含む中小企業一般 にお ける無形資産 とは経営者 自身が持つ 「強み」であるが,

経営者 自身 が自らの強みを理解 していないことも多い。真 の意味での円滑な無形資産継承

は、経営者 自身が気づいていない 「強み」を第三者の立場 から 「気づかせ る」 よ うな思考

の枠組 みを提供 し,そ の次代への継承 を支援す ることで完成 を見 るのではないか と考え ら

れ る。

2-2 有形資産継承 と無形資産継承

経営継 承に関す る従来の研究が専 ら有形資産に注 目している現状 を疑問視す ることが本

論 の出発 点であった。有形資産継承に注 目す る場合,そ の 目的は,(1)経 営者 の老後(リ タ

イア後)の 生活保障,(2)子 供たちに対す る平等(equal)で はな く公平な(equitable)扱 い,

(3)相続税その他 の経営資産整理 に要す る費用の最小化 とい う3つ の条件 を同時に達成でき

るよ うな継承のあ り方を考える1こ とにある。 しか し,こ れ らの視点は経営をモノとしてみ

てお り,ゴ ーイングコンサーン としてみる視点は欠落 してい る。本論 はま さに この点を問

題視 し,事 業の継続性 を決定付 けるのは無形資産であるとしてこれ を取 り上げ,そ の役割

の大 きさを示 した。 しか し,無 形資産だけで経営継承 を語 ることができないの もまた事実

であ る。例 えば,日 米 の農業経営継承の相違点の1つ に経営者の リタイア後の生活保障の

問題 がある。我が国ではその有効性は ともか くとして農業者年金制度によ りリタイア後の

生活 には一定の保障が与えられている とともに,介 護面での制度的な手当(介 護保険な ど)

も存在す るが,米 国では この ような制度がないために,老 後 の生活保障 を担保するために

リタイアに慎重 にな らざるをえないのが現状である。

本論は,従 来示 されてきた円滑な経営継承の3つ の条件 に事業の継続性確保 とい う新 た

な条件 を加 えなければならないことを示 したが,有 形資産継承に関連 した前3つ の条件 と4

つ 目の条件の関係 は必ず しも明 らかにできなかった。 これ らの4つ の条件が統合 できた と
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き,本 論の 目指 した普遍的な経営継承メカニズムの解 明 とい う目的 を達成す ることができ

る。 これ は今後の課題 である。

2-3 経 営継承への インセ ンテ ィブ

社会的に不要な経営は消滅す る運命にあ り,ま た社会的に必要な経営であってもそれ を

次代に継承す るかは経営者の 自由であ り,強 制す ることはできない。本論では,こ れ を経

営継承のwhy(な ぜ継承す るのか)と して捉えた。第I章 でみた中小企業アンケー ト([中

小企業庁(2001)])で は,経 営継承す る理 由として 「築いた技術がもったいない」 との回答

が多数 を占めることを見た し,ま た事例分析 においては,第II章 で 「自らの経営へのプ ラ

イ ド」 「若者への投資」,第III章 で 「集落に対す る責任」 「自分の農場が継承 されずに荒れて

いくのは寂 しい」 といったキー ワー ドを得 ることができた。

いま一度[中 小企業庁(2001)]を 振 り返 ると,全 体の70.2%の 経営者が事業を次代に継承 し

たいと考 えてお り,そ の理由は 「築いた技術が もったいない」(45.5%),「 事業の成長 ・発展

が見込める」(36.6%),「 従業員を路頭に迷わせ られない」(26.4%)が 上位3項 目である。そ

れぞれの項 目を整理す ると,「 技術が もったいない」はその経営が現有する無形資産 を評価

す るものであ り,「事業の成長 ・発展が見込める」は経営の現有す る無形資産が将来 もたら

すであろ う価値 を評価す るものである。つま りこの2つ は,経 営の保有す る無形資産 の価

値への評価 とま とめることができる。一方,「 従業員 を路頭に迷わせ られない」は,経 営者

の責任感や経営倫理に根 ざす ものであ り,前 二者 とは性格を異にす る。

この整理を元 に本論 で取 り上げた事例 をみると,「 経営へのプライ ド」 「若者への投資」

とは,自 らの経営には継承 ・継続す る価値がある,ま た若者への投資を通 じて経営を継承

させ るだ けの価値があるとみな しているとい う点で無形資産 の価値 を評価す るメッセージ

であ り,ま た 「自分の農場 が荒れてい くのは寂 しい」 とは,自 分 の農場 に対す るノスタル

ジー も含まれ るが,や は り自分の農場 が農場 と して維持 ・運営 されてい くことに価値 を見

出す とい う意味で経営者の保有す る無形資産に対す る評価であるといえる。一方,「 集落に

対する責任」 とは,経 営者の責任感 に根 ざす ものである。

ただ し,経 営継承を望む経営者 が多数を占める結果か らは,経 営者が 自らの経営 を次代

に継承 しよ うとす るのは経営者 としての本源的な欲求に基づ くと考えることもできる。 こ

れ らを考慮すれ ば,経 営継承の円滑化に向けた政策的インプ リケーシ ョン として,経 営者

に経営継 承への政策的イ ンセ ンティブを付与す ることよりも,自 分の経営の継承について

的確 な判断 を下せ るよ うな 「経営者 らしい経営者2」 を育成すること,経 営継承に向けた経

営者 の意識啓発 を行 ってい くこと,お よび無形資産の評価 手法を確立 し,経 営継承 の際に

それ を反 映す る仕組みを構築することが重要 とな るだろ う。

2-4 後継 者の 「確保」 と継承 当事者の 「関係性」

本論 では,確 保 され た後継者 と経営者の関係に注 目し,経 営継承プロセスを分析 した。

これ については 「我が国農業にお ける経営継承の最たる問題は 『後継者がいない』 ことで

あ り,確 保 された後継者 と経営者の関係 の問題 はあま り重要ではない」 とい う指摘 もある

が,本 論の 「関係性」視点か らのイ ンプ リケーシ ョンは,『 後継者がいない』 ことと 『後継

者がいな くなった』 こととは区別 しなければな らない とい うことである。
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本論第II章 で示 したよ うに,[Dumas他(1995)]は,継 承プ ロセスを 「インキュベーシ ョ

ン」 「継承者選択」 「共同経営」 「先代 リタイア」の4段 階に分けているが,こ こで注 目され

るのは,後 継者に よる継承の意思決定以前の 「インキュベー ション」段階をも継承プ ロセ

スに含んでいることで ある。何 らかの継承の試みが うまくいかず に 『後継者がいな くなっ

た』結果 として 『後継者がいない』のな らば,そ れは継承当事者 の関係性の問題である。

本論 では,[Dumas(1995)]の 定義 によれ ば,「 継承者選択」段階以降の継承 当事者の関係性

に注 目し,そ の重要性を示す ことができたが,「 インキュベーシ ョン」段階をも含んだ継承

当事者 の関係性 は,今 後解明すべ き課題 である。

2-5 農業経営継承システムの確立に向けて

農業経営継承システム とは,経 営客体側 か らみれば既存の農業経営の継続性 を確保 し,

農業経営の成長 と安定 を担保す るものであると同時に,経 営主体か らみれ ば,農 業 を志す

者が経営者へ と至 る農業階梯の中核 を占めるもので もある。

本論が明 らかに したのは,第 一に,経 営客体か らみれ ば無形資産 の継承、経営主体か ら

みれ ば無形資産 の獲得 が重要 となることである。無形資産の主要な部分を構成す る経営者

機能遂行に必要 な熟練 には,農 場特殊のもの と一般的なものがある。無形資産獲得のため

には,第III章 でみたよ うに,研 修牧場のよ うな社会的教育機 関において一般 的な熟練 を修

得す ることが有効であるが,一 方で農場特殊度の高い熟練は,前 経営者の役割が有効 とな

る。社会的教育機 関の機能 と前経営者 の機能 を効果的に組み合わせ ることで,無 形資産継

承 はよ り円滑に進む と考え られる。 これは親子間であるな しにかかわ らず同様であると思

われ る。

第二に,継 承 当事者の個性 の多様性 に応 じた継承システムのあ り方である。本論では,

有形資産継承のあ り方が無形資産継承のあ り方を規定すると して有形資産継 承の枠組み を

押 さえてか ら無形資産継承過程 を分析す る とい う手順 をとったが,我 が国における有形資

産継承の あ り方 は,制 度的支援が充実 しているが故 にワンパターン化 してい るため,あ ま

り多 くはない。有形資産継承のあ り方が多様 でなければ無形資産継承のあ り方が多様でな

いのも当然 であろ う。事例分析 でみたのは,我 が国の場合前経営者か らの無形資産継承は

ボランテ ィアベー スで行われているとい う実態であった。 この点について,「 日本型畜産経

営継 承システム検討委員会報告」は,従 来の賃貸後譲渡方式(リ ース方式)だ けでな く,

長期貸借方式,法 人化方式,経 営委託方式 などによって も有形資産が継承 されるよ うに多

様 なメニューを用意するよ う提言 しているが,こ れ は酪農 のみならず稲作な どの他作 目に

おいて も同様に重要 といえる。有形資産継承のあ り方が多様になれ ば,無 形資産継承 のあ

り方 もまた多様 になる。 さらに本論が明 らかに したのは,無 形資産継承のあ り方が継承 当

事者の個性に も依存す るとい うことであった。 この知見から翻 って有形資産継承のあ り方

をみれ ば,多 様 な有形資産 の継承方式は,継 承 当事者の個性 の多様性やそれ に基づ く無形

資産 に対す る評価 の多様性があって初めて必要 となるものではないか とい う考 えにも行き

着 く。例 えば,無 形資産を重要 と考える場合 は,法 人化方式やオーナー側に経営参画への

イ ンセ ンテ ィブを持たせた形での長期賃貸方式(シ ェアクロップ/シ ェア ミル ク)で ある

し,無 形 資産継 承をあま り重要視 しないな らば,従 来の リース後売買方式(継 承希望者側

の資産が潤沢な らば単純な売買で も構わない)で なん ら問題ないと考 えられる。
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本論の分析結果は,有 形資産継承か ら無形資産継承を捉えるだけではなく,継 承 当事者

の個性 か ら無形資産継承を考 え,そ れに応 じた有形資産継承 を考 えるのが円滑な経営継承

のための思考枠組みであることを示 している。 それはつま り,い かに円滑な継承 を行 うの

か とい う問い を立てた ときに,戦 略的思考が必須になることを意味す る
。本論 では これ を

継承戦略 と呼びたい。

継承戦略を策定する主体は2つ ある。1つ は農業経営者であ り,も う1つ は地域 の経営

継承 システムの運営主体である。各々が継承戦略 を策定する時に考慮すべきポイン トを本

論では 「継承メカニズムの構成要素」 と して提示 した。中でも継承当事者 の個性が経営継

承に与える影響 は大きい。経営者 が継承戦略を策定す る場合 ,そ れ は自らの個性や後継者

の個性,保 有す る熟練の特殊性や経営のおかれ るビジネスサイ クル上の位置を確認 した上

でよ り望ま しい継承方式を確定 してい く作業になるだろ う。 また,地 域 における継承 シス

テム運営主体 にとっての継承戦略 とは,継 承 システムを通 じた農業階梯の 「場」の確立で

ある。特に経営者 の継承戦略策定 を考 えた時,経 営者の継承戦略策定をいかに支援す るか

が重要 となる。既に述べたように,経 営者の継承戦略策定に最 も大 きな影響 を与 えるのは
,

継 承 当事者の個性であるが,こ れは個別対応すべき課題であ り,求 められ るのは政策 とい

うよ り個別の コンサルティングであろ う。

本論では,継 承戦略策定の際に考慮 しなけれ ばな らないポイン トを提示 したが ,今 後は

具体的な個別対応 ・コンサルティングの手法 を開発 してい く必要がある。

2-6 無形資産の継承か ら創造へ

本論では,既 に確 立 された無形資産をいかに継承するか とい う点 を中心に分析を行 って

きた。 しか し,農 業経営にお ける無形資産の中核 をなす経営者能力の醸成は,継 承場面に

限 らず経営者 として常に求められ ることである(も ちろん,継 承場面において最 も切実に

求 められ る)。 したがって,無 形資産継承 の問題は,必 然的に無形資産創造の問題 にまで昇

華するこ ととなる。経営者能力 を育成す るためには,社 会的教育機 関と経営者 自身の役割

の両方が重要 であることを実証的 に示 したのは本論の成果であるが
,経 営者 に対 しては コ

ンサルテ ィング手法の開発 により対応できるとして,社 会的教育機関の役割を考えた場合,

そ こで行われ るべ き教育 コンテ ンツの開発が必要 となる。今後は,農 業経営者能力育成 シ

ステ ムとい う観点か ら,こ の課題 にも取 り組んでいきたい。

1[Harl(1996)]に よ る

2[金 沢(2001)]に よ る
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